
 

 

 

町立小・中学校児童生徒の保護者 様 

町立種市幼稚園園児の保護者 様 

                    洋野町教育委員会 

                    教育長 林   剛 敏 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底と感染者等発生時の対応について 

 現在、新型コロナウイルス感染症が全国的に感染拡大し、第２波と言える状況になっています。 

感染者は岩手県内、隣接の久慈市でも確認され、本町でもいつ感染者が確認されてもおかしく

ない状況になっています。 

こうした状況を踏まえ、町といたしましては、学校運営を継続し、児童生徒が安心して学校生

活を送るためには、学校に同ウイルスを持ち込ませないことが重要であり、児童生徒及び教職員

への影響を可能な限り最小限に食い止める必要があります。 

学校においても、感染予防対策を徹底して参りますが、各ご家庭におかれまして、感染予防に

ついて改めてご確認いただき、感染しない、感染させない対策をお願いします。 

 

１．感染予防対策について 

自分や家族の健康、命を守るため、感染予防対策の徹底をお願いします。 

 ⑴ 石鹸等による手洗い、手指消毒、マスク着用 

 ⑵ 毎日の検温等、健康観察 

 ⑶ ３密（密閉・密集・密接）を避ける行動 

２．学校への連絡について 

児童生徒が次にあてはまる場合は、学校に連絡をお願いします。 

  ① 発熱や倦怠感、咳、味覚異常、臭覚異常などの症状がある場合 

  ② 近隣市町村で発生した感染者と何らかの接触がある場合 

  ③ 濃厚接触者に特定された場合 

  ④ ＰＣＲ検査（抗原検査、抗体検査を含む）を受ける予定である、あるいは受けた場合及 

び検査結果（※速やかに連絡をお願いします。） 

 ⑤ 感染が確認された場合（※速やかに連絡をお願いします。） 

⑥ 基礎疾患等がある児童生徒で主治医から登校を控えた方が良いと言われた場合 

  ⑦ 感染が不安で休ませたい場合 

３．感染者等が確認された場合の対応について 

 ⑴ 児童生徒及び教職員の感染が確認された場合 

  ① 当該校は、当日は下校、翌日から休校（休校期間は保健所と協議）となります。 

  ② 他の学校については、保健所等と協議し、休校等の要否を判断することになります。 

※感染者や濃厚接触者の状況により対応が異なる場合がありますので、詳細については、 

  その都度、所属校から一斉配信メール等でお知らせします。 

【重要】洋野町教育委員会からお知らせ 



 ⑵ 児童生徒及び教職員に濃厚接触者が確認された場合 

  ① 該当児童生徒は出席停止、教職員は出勤停止（特別休暇）となります。 

② 感染の状況によっては、保健所等の指導により、当該所属校を学年閉鎖あるいは休校と 

する場合があります。 

 

  対応の流れは別紙「新型コロナウイルス感染者発生時の対応の流れ」をご確認ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町教育委員会事務局総務学校課 TEL:65-5920】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内で確認された感染者の中には、県外への訪問歴もなく感染経路が不明で、

市中感染の可能性が考えられる方もおります。 

新型コロナウイルス感染症は、普通に生活を送っていても、いつどこで感染す

るかわからない、誰もが罹る可能性のある感染症です。 

そのような中で、感染者を特定し、ＳＮＳで拡散したり、誹謗中傷するような

行為は絶対にあってはならない行為です。 

 子どもたちは親や周りの人間がしている行為を見ています。それがいじめに繋

がる可能性があることを心にとめ、節度ある対応をお願いします。 



別紙 

 

新型コロナウイルス感染者発生時の対応の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ＜保護者皆様へのお願い＞ 

                         ご家庭で感染が確認された場合やＰＣ 

                        Ｒ検査（抗原検査、抗体検査を含む）を 

                        受けることになった場合及び検査結果が        

                        判明した場合は速やかに学校へお知らせ 

ください。 

 

 

 

児童生徒及び教職員に新型コロナウイルス感染者が判明 

◆児童生徒は下校 

 ・感染者が判明した時点で、下校につ 

いてメール等配信 

 ・徒歩通学の場合は、原則、保護者の 

引き取りをお願いします。（高齢の 

方や基礎疾患のある方の迎えはお控 

えください。） 

 ・バス通学の場合はバスで帰宅となり 

ます。（密回避のため増便します。） 

◆学校の臨時休校の決定 

 ・臨時休校の連絡（一斉メール等） 

・感染経路、濃厚接触者の確認 

（保健所） 

 ※連絡をとることができるよう協力 

をお願いします。 

 濃厚接触者は出席停止とし、自宅待 

機。ただし、待機場所は保健所の指 

示による。 

 

＜臨時休校中の対応＞ 

○学校 

 ・校内外の消毒 

 ・宿題等準備及び配付 

  ※配付方法は所属校からメール等で 

お知らせします。 

○家庭 

 ・毎日の健康観察をお願いします。 

◆学校再開 

 ・詳細は所属校から一斉メール等で連 

絡します。 

★県教委へ報告及び対応協議 

 

★保健所及び町対策本部等と協議 

・休校等の要否及び期間の決定 

（休校は３日～５日程度） 

 

★校内外消毒用物品準備 

 

★学校や関係機関へ情報提供 

 ・学校医、学校歯科医 

 ・町立小・中学校 

 ・町内高等学校 

・関連保育所（園） 

 ・関連児童館、児童クラブ、 

子ども教室 

 

 ※児童館等は感染経路、感染の 

拡大状況が判明するまでの間 

は休止となります。 

学  校 町教育委員会 

感染者判明連絡 

休校等 

の指示 

感染者の

行動歴、

濃厚接触

者等報告 


